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インターネットでの情報提供 

情報提供日 １０月１９日 

 

平成２４年１０月１８日（木）県政記者クラブ配布 

所管課 担当 担当者 電話番号 

環境生活政策課 

地域安全室 

地域コミュニティ係 

 

安田圭一郎 

 

直通 058-272-8205 

    内線2392 

 

可児市若葉台への「地域防災サポートチーム」の派遣について 

 

県では、地域の様々な課題の解決に主体的に取り組まれている活動団体を応援するため、専門家等のア

ドバイザーからなる「サポートチーム」を派遣する「地域いきいきサポート事業」を実施しています。 

このたび、今年度の地域の絆づくり重点推進モデル地域である可児市若葉台地区において、地域防災の

課題を総合的・専門的に支援するため、新たに「地域防災サポートチーム」を派遣します。 

 

記 

 

１ 地域の課題・現状 

・子ども世代の転出などに伴い、高齢化が県内でも突出して進行しており（高齢化率３７．２％）、 

一人暮らしの高齢者など災害時要援護者が多く居住 

・丘陵地を開発した住宅団地のため、歩行障がいを抱える方などの避難誘導が困難 

・現役世代の減少に伴い、地域の担い手が減少し、地域防災力が弱体化 

・可児市における「７．１５豪雨災害」や東日本大震災の発生を受けた、住民の防災意識の向上 

 

２ 支援内容 

 ・自主防災組織づくりや実践的な防災訓練の実施など、自助・共助による地域防災体制づくりを支援 

・平成２３年７月の「東日本大震災震災対策検証委員会報告書」による防災対策への提言を中心に支援 

（１）自主防災組織づくりの支援 

  ＊防災訓練や災害伝承・危険個所の点検など、地域防災活動をリードする地域防災リーダーの養成 

  ＊想定される地域の被災状況に応じた、自主防災活動マニュアルの作成 

  ＊先進的な防災活動を行っている地域との交流を通じたノウハウの導入 など 

（２）自助・共助による地域防災体制づくりの支援 

  ＊耐震診断の実施や家具の転倒防止など自助の実践 

＊先進的な防災訓練の視察や被災経験者の体験談を聞く防災研修会の開催など､住民の共助意識の向上 

  ＊近所相互で安否確認を行う訓練の実施 

  ＊自宅周辺の危険度を把握する災害図上訓練（ＤＩＧ：ディグ）の実施 

  ＊災害時要援護者支援マップづくりと災害時要援護者の避難誘導訓練の実施 など 
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３ 活動期間 

  平成２４年１０月から平成２６年３月末（平成２５年度末）（予定） 

 

〇サポートチームの活動開始について 

若葉台地区の自治会関係者との会議にサポートチームを派遣し、支援活動を開始します。 

・日時：平成２４年１０月３１日（水）午後２時３０分から 

・場所：可児市若葉台集会所（可児市若葉台３－２１－１ 連絡先０５７４－６５－７６８５） 

※当日は随時、取材可能です。 

 

 

４ サポートチームメンバー 

防災分野の専門家と県・可児市関係部局の課長補佐以下の若手職員で構成 

 所属・職名 チーム内での役割 氏 名 

専門家 地域防災ネット中部会長 

防災士（日本防災士会所属） 

岐阜県震災対策検証委員会委員 

地域防災対策に関する専門

的・実践的な指導・助言 

 

岩井
いわい

 慶
けい

次
じ

 

岐阜県 環境生活部環境生活政策課地域安全室 

（課長補佐兼地域コミュニティ係長） 

全体調整・地域の絆づくり 
安田
やすだ

 圭一郎
けいいちろう

 

危機管理部門防災課 

（課長補佐兼防災支援係長） 
地域防災対策 高井

たかい

 和彦
かずひこ

 

可児市 総務部防災安全課 

（課長補佐兼防災係長） 
地域防災対策 田上

たがみ

 元一
もとかず

 

健康福祉部福祉課 

（福祉政策係主任） 
災害時要援護者対策 酒井

さかい

 宜
よし

規
のり

 

 

○岩井 慶次 氏について 

趣味のアマチュア無線がきっかけで平時より防災活動を行っており、平成１７年に恵那市防災研究会を結成、

地域防災ネット中部の会長に就任し、防災士の資格を取得。 

東日本大震災発生後は、石巻市、大槌町などで家屋からの泥出し作業などのボランティア活動を行う。 

また、岐阜県震災対策検証委員会の委員を務め、恵那市防災会議への参加や、講演会等での啓発活動など、

県内で防災リーダーの養成や防災士の育成を行っている。 

 

＜参考＞ 

■サポートチームの派遣について 

・平成２４年度より、県の「地域いきいきサポート事業」の１つとして実施。 

・地域活動団体が地域の課題解決に向けて新しい活動を始める際に、県が総合的な支援を行う必要

がある場合には、課題に応じて、専門家や先進的な活動を行う団体の関係者、市町村の協力を得

て、関係部局の県職員による合同チームを編成・派遣し、サポートチームメンバーの専門性を生

かした支援を行う。 


